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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名  平成２９年度第２回武蔵村山市介護保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２９年７月２７日（木） １８時００分 ～２０時００分 

開 催 場 所  市民総合センター３階 小会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

 

出席者： 倉持委員、小関委員、吉野委員、安部委員、奥下委員、五十嵐

委員、加園委員、高橋委員、田中委員、大橋委員、高齢・障害

担当部長、高齢福祉課長、介護認定Ｇ主査、介護給付Ｇ主査、

高齢福祉Ｇ主査、管理Ｇ主査、管理Ｇ主任 

 

欠席者：河西委員 

傍聴者：１名 

 

議 題 

 

報告事項１ 平成 29年度第１回会議録について 

報告事項２ 基本指針（案）について 

報告事項３ 武蔵村山市第三次高齢者福祉計画・第六期介護保険事業 

計画の進捗状況について 

報告事項４ その他 

協議事項１ 第七期介護保険事業計画の第１章及び第２章（案）に 

ついて 

協議事項２ その他（次回日程等の事務連絡） 

 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

 

計画のフレームとして、第七期介護保険事業計画の第１章及び第２章

（案）を示し、市民に読みやすくわかりやすい計画とすることで承認を

得た。具体的には、用語解説を入れることや、図表等の表示方法を工夫

するという意見が出された。 

 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 
開  会 

 

《報告事項１ 平成 29年度第１回会議録について》 

事務局：（報告事項１について説明） 

会 長：特に意見がないため確定させていだきます。 

 

《報告事項２ 基本指針（案）について》 

事務局：（報告事項２について説明） 

会 長：特に質問等がないため次に進みます。 

 

《報告事項３ 武蔵村山市第三次高齢者福祉計画・第六期介護保険事業 

計画の進捗状況について》 

事務局：（報告事項３について説明） 

委 員：認知症対応型共同生活介護について、緑が丘エリアで東京都へ

要望していきますとなっていますが、今は空きがない状態なの

ですか。 
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事務局：グループホームの空きはありません。認知症対応型共同生活介

護については、空きができるとかなりの高倍率になることから

も、シルバーハウジングに合わせて東京都へ要望をしていきた

いと考えます。 

委 員：認知症対応型通所介護については、１か所 24 人となっているが

36人です。 

委 員：訪問看護で訪問リハビリテーションをやっているケースがある

と思うがどちらで計上しているのですか。 

事務局：請求面から訪問看護で計上しています。 

委 員：定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応は、市内には

まだないと思われるが市としてはどう考えていますか。 

事務局：本市には事業者がないため、立川市の事業所を指定して、利用

している状態です。本市に事業者が立地しない理由として需要

が読みづらい状態で参入しづらい状態です。事業者が参入しに

くいのは各市共通の課題であり、理由としては、利用ニーズが

あまりないからと考えられます。 

事務局：（補足資料として「高齢者を取り巻く状況について」説明） 

 

《報告事項４ その他》 

事務局：事務局からは特にないようですので次に進みます。 

 

《協議事項１ 第七期介護保険事業計画の第１章及び第２章（案）につ

いて》 

事務局： （協議事項１について説明） 

会 長：市民の方が読んでみたい内容やレイアウトになっています。難

しい言葉が出たときにできる限り用語解説を付けてほしいと思

います。 

会 長：本文については「です」、「ます」調を統一してください。ま

た、本文で国の話か市の話かわかりづらくなっているところが

あるのでわかるように整理をしてください。図表については番

号を付けて、数値等についてはわかりやすくしてください。 

委 員：５ページの新たな介護保険施設とは、介護医療院のことです

か。 

事務局：介護療養病床は、当初 29 年度までに介護老人福祉施設等に転換

とされていましたが、なかなか進まなかったことから 35 年度ま

で延期になっています。また、新たに介護医療院というものが

できました。市内の介護療養病床には転換先について聞き取り

を今後していきます。 

 

《協議事項２ その他》 

会 長：協議事項２「その他」について、事務局、何かございますか。 

事務局：（次回の会議開催予定について説明） 

 

終  了 
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会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：    １人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 健康福祉部高齢福祉課（内線：６３２） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


